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乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）について 

 

１ 制度概要 

（１） ０～２歳児の約６割はいわゆる未就園児である中で、「保育の必要性の

ある家庭」への対応のみならず、全てのこどもの育ちの保障や子育て家庭へ

の支援の強化が課題 

（２） 全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとと

もに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルに応じた

支援を強化するため、月一定時間までの利用可能枠の中で、就労要件を問わ

ず時間単位等で柔軟に利用できる「こども誰でも通園制度」を創設【令和７

年４月制度化、令和８年４月本格実施】 

 

 

※一時預かり保育との違い 

 一時預かり こども誰でも通園制度 

目  的 
育児が一時的に困難になった 

保護者を支援 
こどもの育ちを応援 

対  象 未就学児 ０歳６か月～満３歳未満 

利用条件 育児が一時的に困難な場合利用 就労要件関係なく利用 

事業形態 補助事業 給付制度 

 

  

資料４
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２ 事業の全体像 

（１） 実施概要（令和７年度国事業内容） 

対象児童 保育所、認定こども園、地域型保育事業所等に 

通っていない０歳６か月～満３歳未満の未就園児 

実施施設 保育所、認定こども園、小規模保育事業所、家庭的保育

事業所、幼稚園、地域子育て支援拠点 等 

利用可能時間 こども一人当たり「月１０時間」を上限 

利用料 １時間当たり３００円程度を標準に徴収可 

利用方法 定期利用（園・曜日・時間固定）/柔軟利用 

※親子通園も可（長時間続く状態とならないよう留意）

単価 

（補助基準） 

０歳児一人１時間当たり１，３００円 

１歳児一人１時間当たり１，１００円 

２歳児一人１時間当たり    ９００円 

（※障害児、医療的ケア児、要支援児童に係る加算有）

財源：国１／２、県１／４、市１／４ 

※令和８年度以降は、国３／４、県１／８、市１／８を

予定 

 

（２） 事業の区分 

余裕活用型 保育所等において、利用児童が定員に達しない場合、 

保育所等の定員の範囲内で受入れ 

一般型 

(在園児合同) 

保育所の定員とは別に、定員を設定 

（専用スペースは設けない） 

一般型 

(専用室独立) 

保育所の定員とは別に、定員を設定 

（専用スペースを設ける） 
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※事業区分イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 事業の認可及び確認 

ア 認可 

人員配置や面積など施設・事業に必要な基準を満たしているかを 

市町村が「認可」 

 

 

イ 確認 

会計処理や情報公開などの基準を満たし、給付対象施設・事業所として

適格か市町村が「確認」 

 

  

認可申請
市町村児童福祉審議会等

への意⾒徴収
設置認可 開所

確認申請
市町村児童福祉審議会等

への意⾒徴収
確認 給付

※1 保育所、認定こども園、家庭的保育事業

等（居宅訪問型保育事業を除く。）を⾏う事

業所において当該施設⼜は事業を利⽤する児

童の数が定められた利⽤定員の総数に満たな

い場合において、当該利⽤定員数から当該利

⽤児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象

と し て 実 施 が 可 能 。 定 員 内 で の 受 ⼊ れ の た

め、基本的に各クラスの保育者による受⼊れ

が基本。 

※2 こどもに関わる職員は、在園児の保育

体 制 と は 別 に 、 設 備 運 営 基 準 第 2 2 条 に 則

し、乳児おおむね３⼈に対して従事者1⼈、

満1 歳以 上満 3 歳未 満の 幼児 おお むね 6 ⼈に

対して従事者1⼈以上を配置。なお、従事者

の半 数 以上 が 保育 ⼠と な るこ と、配 置 する

従事者が2⼈を下回らないことを遵守する必

要あり。 

※3 基本的に本制度の対象となるこども同

⼠で過ごす形態。活動内容や時間帯によっ

ては、実施事業所の実情に応じて在園児と

⼀緒に過ごすことも可能。独⽴施設実施の

場合も同様 
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（４） 利用方法 

ア 利用の流れ 

①申請・・・利用者が市町村に利用申請 

②認定・・・市町村が審査し認定 

③面談・・・認定後、利用希望の事業所と面談 

④予約・・・利用希望日を予約。※事業所が受入可否を決定し、予約確定 

⑤利用・・・事業所利用。利用料支払い 

 

 

 

 

 

 

 

※国が構築した「こども誰でも通園制度総合支援システム」による 

申請や予約が可能  

 

イ 利用方法 

定期利用 利用する事業所を特定し利用 

柔軟利用 こどもの状況や保護者のニーズに合わせて、 

利用事業所を柔軟に選択して利用 

（こどもが慣れるまでの親子通園も可） 

※利用方法イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利⽤者 

市町村 

事業所 

①利⽤申請 

②利⽤認定 

③⾯談 

④予約⑤利⽤ 
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３ スケジュール 

時期 内容 

 

１１月２６日（水） 

子ども・子育て会議  

（第３期子ども・子育て支援事業計画における「量

の見込みと確保の方策」の計画変更を諮問） 

１２月 条例案の上程 

１月 
・事業者申請受付 

・事業の認可及び確認手続開始 

２月 

・子ども・子育て会議 

（乳児等通園支援事業の認可について諮問） 

・周知広報開始（市公式LINE、子育てアプリなど）

３月 

利用申請・認定・面談の実施等  

（準備行為として、事業開始前の申請受付及び利用

予約、面談予約が可能） 

令和 

８年度 
４月１日 事業開始 

 

（参考）意向調査結果 

 
意向あり 

検討 意向なし 

一般型 余裕活用型 

認可保育所（９）  １ ２ ６ 

認定こども園（８） １  ３ ４ 

小規模保育所（７） １  ３ ３ 

事業所内（１）  １   

幼稚園（４）   １ ３ 

認可外（７）   １ ６ 

計（３６） ２ ２ １０ ２２ 

※実施期間：令和７年１０月７日（火）から１５日（水）まで 


